
 
 

男性育児休業取得促進に向けた取組内容 

 

 

 両立支援企業 

登録番号
５００－４

【企業・事業所等の写真】 

 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

企 業 名

　ﾌｼﾞｲｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 

　藤井建設株式会社

 
所 在 地

〒723-0031 

三原市須波 1丁目 23番 8号

 
代表者名 代表取締役　澤近　克彦

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ
http://www.fujii-construction.co.jp

 

男性育児

休業等の 

取得促進

に向けた

取組内容

【社内制度】 

　〇祝金 

　　　結婚・・・・・・20,000 円 

　　　第 1子誕生・・・10,000 円 

　　　第 2子以降・・・ 5,000 円 

　〇特別休暇 

　　　本人結婚・・・・5日 

　　　妻の出産・・・・1日 

　　　子の看護休暇・・1人　年 5日、2人以上　年 10日 

　〇短時間勤務制度 

　　　育児短時間勤務あり 

　〇有給休暇 

　　　時間単位有給の取得が可能 

　〇扶養手当 

　　　扶養する家族がある場合、毎月 1人につき 2,000 円扶養手当を支給 

 

【周知】 

　〇「育児休業介護休業等の円滑な取得及び職場復帰支援宣言」をしている就業規則 

　を職員の誰もが閲覧できるよう、パソコンのクラウドに入れています。

様式第２号



 

取組の PR 

ポイント

当社では平成 24 年ごろ初めて男性が育児休業を取得しました。 

それ以降も、対象者が出た場合に備え、男性が育児休業を安心して取得できるよう周

知を図ったり、突発的な子どもの病気・ケガ等にも対応できるよう、育児を優先とし

た働きやすい環境を整えています。 

 


